
「沖縄県社会的養育推進計画」の策定について

１ 経 緯

○ 「沖縄県家庭的養護推進計画（以下、「現行計画」と言う。）」は、国がとりまと

めた「社会的養護の課題と将来像」（平成23年７月）に基づき、児童養護施設等の小

規模化及び地域分散化等を推進するため、2029年度までの里親や家庭的養護への移

行目標を掲げ、平成27年３月に策定。

（国が示した目標 本体施設：グループホーム：里親等＝３：３：３）

○ 平成29年８月、国は平成28年の児童福祉法改正の理念を具体化するため、「社会的

養護の課題と将来像」を全面的に見直し、「新しい社会的養育ビジョン」をとりまと

めた。

（ビジョンが示した目標例 里親委託率：乳幼児75％以上、学童期以降50％以上）

○ このビジョンにおいて、従来の「社会的養護の課題と将来像」に基づき策定され

ている各都道府県の家庭的養護推進計画についても見直すことが示された。

○ 平成30年７月、国は計画の見直しに当たっての基本的考え方や留意点をまとめた

「都道府県社会的養育推進計画策定要領」を発出。同要領において国は、現行計画

を、2019年度末までに全面的に見直し、新たな計画を策定するよう求めている。

２ 新計画の策定（現行計画の見直し）

⑴ 国が示した「都道府県社会的養育推進計画策定要領」に基づき、現行計画を全面

的に見直し、新たな計画を2019年度中に策定する。

⑵ 青少年・子ども家庭課において関係機関との実務的な調整、ヒアリング等を行う

とともに、児童相談所を含む関係者による検討の場を設け、計画素案等の作成を行

う。

⑶ 計画素案及び最終案について、「沖縄県社会福祉審議会児童福祉専門分科会」や「子

ども・子育て会議」で審議するとともに、パブリックコメントを実施し県民意見を

反映させる。
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